
平 成 ○ ○ 年 ○ ○ 月 ○ ○ 日 （ 郵 便 を 出 す 日 ）  

 

【 掲 示 板 管 理 者 の 住 所 】  

【 掲 示 板 管 理 者 の 氏 名 】 殿  

 

【 通 知 を 行 う 会 社 の 住 所 】  

【 通 知 を 行 う 会 社 名 】  

代 表 取 締 役 【 代 表 者 名 】 ㊞  

 

通  知  書  

冠 省  貴 殿 が 管 理 し て お ら れ る イ ン タ ー ネ

ッ ト 掲 示 板 【 掲 示 板 名 】 内 に お い て 、 平 成 ○

○ 年 ○ ○ 月 ○ ○ 日 【 書 込 み の あ っ た 日 】 に 、

ハ ン ド ル ネ ー ム【 ハ ン ド ル ネ ー ム 】氏 に よ り 、

当 社 に 関 し 【 書 込 み の 内 容 】 と い う 書 込 み が

な さ れ て お り ま す 。こ の 書 込 み の 内 容 は 全 く

の 事 実 無 根 で あ り 、 当 社 は 、 こ の 書 込 み に よ

っ て 多 大 な 信 用 上 の 被 害 を 受 け 、 更 に 、 こ の

件 に 関 す る 問 合 せ へ の 対 応 に 追 わ れ る な ど

経 済 上 の 被 害 も 看 過 で き る も の で は あ り ま

せ ん 。 貴 殿 に 対 し て は 、 平 成 ○ ○ 年 ○ ○ 月 ○

○ 日 【 削 除 の 申 入 れ を 行 っ た 日 】 に メ ー ル に

て 書 込 み の 削 除 を 依 頼 し ま し た が 、本 日 ○ ○

時 の 時 点 で は 、当 該 書 込 み の 削 除 が な さ れ て

い な い 状 況 で す 。つ き ま し て は 、貴 殿 に 対 し 、

掲 示 板 管 理 者 の 責 任 と し て 、本 状 到 達 後 ７ 日



以 内 に 、上 記 書 込 み を 削 除 す る と 共 に 、今 後 、

同 様 の 悪 意 あ る 書 込 み が な さ れ た 場 合 は 、速

や か に 削 除 を 行 う よ う 要 求 い た し ま す 。  

万 一 、上 記 要 求 が 期 限 内 に 満 た さ れ な い 場 合 、

特 定 電 気 通 信 役 務 提 供 者 の 損 害 賠 償 責 任 の

制 限 及 び 発 信 者 情 報 の 開 示 に 関 す る 法 律 に

基 づ き 、直 ち に 損 害 賠 償 請 求 の 法 的 手 続 き を

取 ら せ て い た だ き ま す の で 、あ ら か じ め ご 承

知 お き 下 さ い 。  

草 々  


